
施設所管課：

１　施設の概要及び指定管理者

名称

所在地

18,388,000 円

２　業務の実施状況に関する事項

評価

３　利用状況に関する事項

評価

評価コメント
コロナ禍以降、利用件数・利用者数ともに回復傾向にあったが、R6年度はR5年度と比較すると減少してい
る。利用者の多くが福祉関係団体・福祉関係行事のため、福祉会館本来の目的として利用されている。

法定点検
各種届出の実施

Ｂ

Ｂ
指定管理者が

企画したイベント
等の状況

なし

評価コメント 施設管理は良好であり、施設の老朽化に伴う会館設備の修繕に対し、迅速な対応ができている。

利用者数等、イベント等の状況

利用者数等 利用件数　2,488件、入場者数　37,973人

①会館の施設及び附属設備器具の利用許可に関する業務
②施設等の使用料の収納に関する業務
③会館の施設、施設等の維持管理及び修繕に関する業務
④会館の清掃及び警備に関する業務
⑤前各号に掲げるもののほか、会館の設置目的を達成するために必要な業務

建物・設備
の状況

指定の期間 令和４年４月１日　～　令和９年３月31日 指定管理料

人員体制

法令に基づき実施している

協定に基づき実施している

総括的責任者１名、専任職員２名（非常勤２名、交代制）の計３人体制。会館管理事務所兼
社会福祉協議会事務所のため、緊急時には社会福祉協議会職員も対応。

指定管理者が行う
主な業務

仕様書等に定める業務の実施状況

事業実績 基本協定書、仕様書、事業計画書に基づき、適切に実施している。

令和６年度　指定管理業務に係るモニタリング（管理運営業務評価）と評価結果について

福祉政策課

施設の名称 岩国市福祉会館

施設の所在地 山口県岩国市麻里布町七丁目1番2号

施設の設置条例 岩国市福祉会館条例

施設の設置目的 市民の福祉の増進と市民生活の向上を図る。

指定管理者

社会福祉法人　岩国市社会福祉協議会 公募、非公募の別 非公募

岩国市麻里布町七丁目1番2号 利用料金制導入の有無 なし



４　管理業務に係る経費の収支状況（単位：円）

評価

５　市民サービスの向上に関する事項

評価

６　その他参考事項

７　総合評価

評価

良好

-

その他

評価コメント
R5年度は電気代の高騰により光熱水費が大幅に不足したが、R6年度においては当初の指定管理料の範
囲内での事業の遂行ができている。

評価コメント
利用者の意見や要望の把握と改善を行っており、利用者が利用しやすい環境を提供するように迅速な対
応に取り組んでいる。

自主事業の取組
市、社協及び関係福祉団体の広報誌並びに行事カレンダー、チラシ等をロビーに設置し、各種情報提供を
行っている。

市民サービスや施設利用の向上に向けた指定管理者の取組等

利用者ニーズ
の把握に

関する取組

・8月と2月に利用者へアンケート調査を実施している。
・約7割が講習・研修会・会議を利用目的としており、約3割は2階小ホールを利用している。ま
た、10歳代以下から90歳代まで幅広い年齢層が利用している。

サービスの
質の向上に
関する取組

Ｂ

サービスの向上に
向けた指定管理
者からの提案

・利用者の意見や要望の把握や改善を行っている。
・また、窓口に寄せられた苦情及び要望は、冊子にまとめており、協議会職員で供覧し、情報
の共有を図り改善に努めている。

施設及び設備の老朽化や駐車場や通信設備などの不足に対する対応

指定の期間満了後
における指定の期間
全体に対する評価

指定期間中のため記載省略。

総合評価及び特記事項

前年度の評価結果に
基づく指示とその対応

人件費や光熱水費の高騰による指定管理料の精査の必要性に対し、今年度は適切な精査がなされ当初
予算の範囲内で事業が実施できている。

施設の老朽化で故障が多い中、利用者の意見や要望について改善を行い、利用者が利用しやすい環境を提供するよう
に取り組んでいることは評価できる。

18,388,000

0 0 0収支（a-b）

利用料金収入

支出（b） 18,859,000 18,380,986

指定管理料 18,380,986 18,388,00018,859,000

項目 計画 実績 前年度実績

収入（a） 18,859,000 18,380,986 18,388,000

Ｂ
その他収入



施設所管課：

１　施設の概要及び指定管理者

名称

所在地

3,791,000 円

２　業務の実施状況に関する事項

評価

３　利用状況に関する事項

評価

令和６年度　指定管理業務に係るモニタリング（管理運営業務評価）と評価結果について

障害者支援課

施設の名称 岩国市障害者サービスセンター

施設の所在地 岩国市岩国四丁目２番20号

施設の設置条例 岩国市障害者サービスセンター条例

施設の設置目的 障害者の福祉の増進を図る。

指定管理者

社会福祉法人岩国市社会福祉協議会 公募、非公募の別 非公募

岩国市麻里布町七丁目１番２号 利用料金制導入の有無 なし

指定管理者が行う
主な業務

1　施設等の利用許可に関する業務
2　利用者負担金に関する業務
3　介護給付費の支給対象となる障害者に生活介護を行う業務
4　障害者相談支援事業に関する業務
5　障害者関係福祉団体等に対する便宜の供与等に関する業務
6　施設等の維持管理及び修繕に関する業務
7　センターの清掃及び警備に関する業務
8　センターの設置目的を達成するために必要な業務

指定の期間 令和４年４月１日　～　令和９年３月31日 指定管理料

仕様書等に定める業務の実施状況

事業実績
基本協定書、仕様書、事業計画書に基づき、障害者総合支援法に基づく生活介護や障害者
相談支援事業等を適切に実施している。

Ｂ

人員体制
管理者：１人（常勤）
管理人：２人交替（夜間及び土曜日の管理業務を委託）

法定点検
各種届出の実施

法令に基づき実施している。

建物・設備
の状況

建物や設備の老朽化が進んでいる。今後も改修費や修繕費の増加が懸念される。

評価コメント
施設の点検や修繕等を適時実施するなど、施設管理の状況は良好であり、利用者の安全対策も十分に図
られている。

利用者数等、イベント等の状況

利用者数等
ボランティアルーム開所日数：292日
同貸出件数：97件
同貸出利用者数：1,595人

Ｂ
指定管理者が

企画したイベント
等の状況

なし

評価コメント
令和5年8月から12月まで空調機器の改修のため貸出を一時中止していたが再開し、利用者数は前年度
比で回復している。



４　管理業務に係る経費の収支状況（単位：円）

評価

５　市民サービスの向上に関する事項

評価

６　その他参考事項

７　総合評価

評価

良好

-

項目 計画 実績 前年度実績

収入（a） 3,791,000 3,791,000 4,281,000

Ｂ

指定管理料 3,791,000 3,791,000 4,281,000

利用料金収入 0 0 0

その他収入 0 0 0

支出（b） 3,791,000 3,791,000 4,281,000

収支（a-b） 0 0 0

評価コメント 定められた指定管理料で適切に運営されている。

市民サービスや施設利用の向上に向けた指定管理者の取組等

利用者ニーズ
の把握に

関する取組
利用者アンケートを実施している。

Ｂ
サービスの
質の向上に
関する取組

実習で訪れた学生を対象にアンケートを実施し、施設職員の利用者対応に関して第三者の視
点を取り入れている。

サービスの向上に
向けた指定管理
者からの提案

なし

評価コメント アンケートを実施し、現状把握・自己分析・課題点の改善を行っている。

自主事業の取組 なし

その他

施設における障害福祉サービス等の延べ利用者数
生活介護：4,684人
放課後等デイサービス：2,469人
日中一時支援：540人

総合評価及び特記事項

指定管理業務の実施状況は良好であるが、建物や設備の老朽化が進んでいる。令和５年度は空調設備の改修を実施
しており、今後も改修費や修繕費の増加が懸念される。

前年度の評価結果に
基づく指示とその対応

なし

指定の期間満了後
における指定の期間
全体に対する評価

指定期間中のため記載省略。



施設所管課：

１　施設の概要及び指定管理者

名称

所在地

834,000 円

２　業務の実施状況に関する事項

評価

３　利用状況に関する事項

評価

令和６年度　指定管理業務に係るモニタリング（管理運営業務評価）と評価結果について

高齢者支援課

施設の名称 岩国デイサービスセンターにしみ苑

施設の所在地 岩国市錦見2丁目6-12

施設の設置条例 岩国市デイサービスセンター条例

施設の設置目的 老人の健康福祉の増進を図る。

指定管理者

岩国市社会福祉協議会 公募、非公募の別 非公募

岩国市麻里布町7丁目1-2 利用料金制導入の有無 なし

指定管理者が行う
主な業務

(１)　老人福祉法第10条の４第１項第２号の措置に係る者に同法第５条の２第３項の厚生労働省令で定める便宜を供与すること
又は介護保険法（平成９年法律第123号）第115条の45第１項第１号ロに規定する第１号通所事業（以下「第１号通所事業」と
いう。）であって厚生労働省令で定める便宜を供与する業務
(２)　介護保険法第41条第１項に規定する居宅要介護被保険者に対し通所介護（同法第８条第７項に規定する通所介護をい
う。以下同じ。）業務
(３)　介護保険法第53条第１項に規定する居宅要支援被保険者及び厚生労働省令で定める被保険者に対し第１号通所事業
業務
(４)　条例第10条第2項に規定するサービスを受ける者が支払う費用負担（以下「利用者負担金」という。）に関する業務
(５） 施設等の維持管理及び修繕に関する業務
(６)　にしみ苑の清掃及び警備に関する業務
(７)　建築基準法第12条に基づく定期点検業務
(８)　前各号に掲げるもののほか、にしみ苑の設置目的を達成するために必要な業務

指定の期間 令和４年４月１日　～　令和９年３月31日 指定管理料

仕様書等に定める業務の実施状況

事業実績
①介護保険法に定める通所介護事業及び第1号通所介護（通所型サービスタイプ1)事業の
実施
②２階研修室の貸出及び管理業務

Ｂ

人員体制
管理者１名・生活相談員１名以上・看護師１名以上・介護職員６名以上・機能訓練指導員１
名以上の人員を適宜、配置している。

法定点検
各種届出の実施

法令に基づき、建物設備保守点検等を実施している。

建物・設備
の状況

協定に基づき、実施しているが、建物設備ともに老朽化が進み修繕等が必要な箇所が多い。

評価コメント 協定書に基づき、適切な管理を実施している。

利用者数等、イベント等の状況

利用者数等

①通所介護：年間開設日数254日　年間利用者延人数5,942人

②通所型サ－ビスタイプ1業務：年間開設日数254日　年間利用者延人数402人

②２階研修室貸出業務：年間利用日数47日　年間利用人数925人
Ｂ

指定管理者が
企画したイベント

等の状況
外出レクリエーションの実施

評価コメント 1階はデイサービス事業を実施しており、2階は自治会、健康クラブ等への貸館業務が主となっている。



４　管理業務に係る経費の収支状況（単位：円）

評価

５　市民サービスの向上に関する事項

評価

６　その他参考事項

７　総合評価

評価

課題含

-

項目 計画 実績 前年度実績

収入（a） 64,150,000 57,684,815 61,960,687

Ｃ

指定管理料 834,000 834,000 1,095,000

利用料金収入 62,998,000 56,465,642 59,649,424

その他収入 318,000 385,173 1,216,263

支出（b） 64,953,000 64,535,485 67,029,309

収支（a-b） ▲ 803,000 ▲ 6,850,670 ▲ 5,068,622

評価コメント
1階：協定書に基づきデイサービス事業等を実施している。
2階：指定管理費に該当するのは建物の2階の貸館管理にかかる部分のみ。

市民サービスや施設利用の向上に向けた指定管理者の取組等

利用者ニーズ
の把握に

関する取組
通所介護等利用者及び２階研修室利用者へアンケート調査を実施。

Ｂ
サービスの
質の向上に
関する取組

上記アンケート調査結果の一部を事業運営に反映させた。

サービスの向上に
向けた指定管理
者からの提案

特になし

評価コメント 利用者にアンケート調査を実施。アンケート調査結果の一部を事業運営に反映させた。

自主事業の取組 なし

その他 なし

総合評価及び特記事項

介護報酬の改定や人件費、続く水道光熱費等、物価の高騰、介護職員不足による利用者の減少に伴い、経営状況は
年々厳しい状況となっているが、定員40名の中規模通所介護事業所の運営及び２階会議室の貸出業務は、指定管理
業務により西岩国地域の貴重な福祉サービスとして確立されていると感じる。
施設の老朽化に伴う設備の修繕も年々増えているなど、課題もあるが、今後も介護業務及び事務の効率化を推進しな
がら経費抑制を図り、利用者に満足して頂ける運営を続けていく必要がある。

前年度の評価結果に
基づく指示とその対応

なし

指定の期間満了後
における指定の期間
全体に対する評価

指定の期間中のため記載省略



施設所管課：

１　施設の概要及び指定管理者

名称

所在地

8,784,000 円

２　業務の実施状況に関する事項

評価

３　利用状況に関する事項

評価

令和６年度　指定管理業務に係るモニタリング（管理運営業務評価）と評価結果について

障害者支援課

施設の名称 岩国市療育センター

施設の所在地 山口県岩国市室の木町三丁目６番10号

施設の設置条例 岩国市療育センター条例

施設の設置目的 心身に障害のある児童及びその障害が懸念される児童の福祉の増進を図る。

指定管理者

一般社団法人　岩国市医師会 公募、非公募の別 非公募

山口県岩国市室の木町三丁目６番11号 利用料金制導入の有無 なし

指定管理者が行う
主な業務

（１）障害児等総合療育相談訓練事業に関する業務
（２）障害児等集団療育訓練事業に関する業務
（３）センターの施設及び附属設備器具の維持管理及び修繕に関する業務
（４）センターの清掃及び警備に関する業務
（５）そのほかセンターの設置目的を達成するため必要な業務

指定の期間 令和６年４月１日　～　令和11年３月31日 指定管理料

仕様書等に定める業務の実施状況

事業実績

（１）障害児等総合療育相談訓練事業
（２）障害児等集団療育訓練事業
（３）センターの施設及び附属設備器具の維持管理及び修繕
（４）センターの清掃及び警備に関する業務
（５）そのほかセンターの設置目的を達成するため必要な業務

Ｂ人員体制

管理者　１人
療育専門医　専任1人（ほか兼任5人）
療育専門相談員・訓練員　7人（作業療法士4人、言語聴覚士3人）
音楽療法士　非常勤１人
心理士　1人　ほか非常勤2人
受付事務　5人　ほか非常勤1人
合計　14人（ほか非常勤等　9人）

法定点検
各種届出の実施

法令に基づき実施している。

建物・設備
の状況

自主点検の手引きに沿って、９月16日に実施
建築基準法第12条に定める点検について、３月31日に実施
指定管理者より、誘導灯の改善等の要望があり、順次対応を実施した。

評価コメント
施設管理は良好であり、施設・設備の修繕については市と協議の上、実施している。

利用者数等、イベント等の状況

利用者数等
訓練利用者数　4,342人、相談利用者数　2,827人、発達検査　353人、
カウンセリング利用者数　57人

Ａ
指定管理者が

企画したイベント
等の状況

ペアレントトレーニング　10回実施

評価コメント 専門性の高い訓練・相談を実施しており、目的を十分達成している。



４　管理業務に係る経費の収支状況（単位：円）

評価

５　市民サービスの向上に関する事項

評価

６　その他参考事項

７　総合評価

評価

良好

-

項目 計画 実績 前年度実績

収入（a） 8,784,000 9,142,913 7,297,000

Ｂ

指定管理料 8,784,000 9,142,913 7,297,000

利用料金収入 0 0 0

その他収入 0 0 0

支出（b） 8,784,000 8,867,957 8,266,165

収支（a-b） 0 274,956 ▲ 969,165

評価コメント
令和５年度の電気代高騰を支援する特別指定管理料により、収支はプラスとなったが、電気料金等の高
騰により、令和６年度分の指定管理料のみであれば赤字となっている。

市民サービスや施設利用の向上に向けた指定管理者の取組等

利用者ニーズ
の把握に

関する取組

利用者に対しアンケートを年１回実施
R6の結果では、施設設備について「大変良い」（40％）、「良い」（40％）、「普通」（20％）だっ
た。

Ｂ
サービスの
質の向上に
関する取組

検査キット等を最新のバージョンにしたり、精度の高い相談対応に努めている。
また、ホームページを作成し、利用者への情報提供体制も強化した。

サービスの向上に
向けた指定管理
者からの提案

療育専門医の確保

評価コメント 検査キット等を最新のバージョンにしたり、精度の高い相談対応に努めている。

自主事業の取組

その他

総合評価及び特記事項

岩国市療育センターは地域における中核的支援施設となっており、児童の福祉の増進を図ることについて非常に大きな
実績を上げている。施設の管理については問題はないが、特に専門的な人材の確保は継続的な事業を実施するうえ
で、今後も努力が必要である。

前年度の評価結果に
基づく指示とその対応

人材確保については、人材斡旋業者との契約や、大学等を訪問するなど努力はしている。

指定の期間満了後
における指定の期間
全体に対する評価

指定の期間中のため記載省略。



施設所管課：

１　施設の概要及び指定管理者

名称

所在地

308,000 円

２　業務の実施状況に関する事項

評価

３　利用状況に関する事項

評価

令和６年度　指定管理業務に係るモニタリング（管理運営業務評価）と評価結果について

美和総合支所　市民福祉課

施設の名称 本郷デイサービスセンター

施設の所在地 岩国市本郷町本郷2090番地

施設の設置条例 岩国市デイサービスセンター条例

施設の設置目的 老人の福祉の増進を図る。

指定管理者

社会福祉法人　岩国市社会福祉協議会 公募、非公募の別 非公募

岩国市麻里布町七丁目１番２号 利用料金制導入の有無 あり

指定管理者が行う
主な業務

⑴老人福祉法（昭和38年法律第133号）第10条の４第１項第２号の措置に係る者に同法第５条の２第３
項の厚生労働省令で定める便宜の供与に関する業務。
⑵介護保険法（平成９年法律第123号）第115条の45第1項第１号ロに規定する第１号通所事業であって
厚生労働省令で定める業務。
⑶介護保険法第41条第１項に規定する居宅要介護被保険者に対し通所介護（同法第８条第７項に規定
する通所介護をいう。）業務。
⑷介護保険法第53条第１項に規定する居宅要支援被保険者及び厚生労働省令で定める被保険者に対
し第1号通所事業業務。
⑸条例第10条第２項に規定するサービスを受ける者が支払う費用負担に関する業務。
⑹施設等の維持管理及び修繕に関する業務。
⑺センターの清掃及び警備に関する業務。
⑻前各号に掲げるもののほか、センターの設置目的を達成するために必要な業務。

指定の期間 令和４年４月１日　～　令和９年３月31日 指定管理料

仕様書等に定める業務の実施状況

事業実績
基本協定書、仕様書、事業計画書に基づき、適切に業務を実施している。
介護保険サービスの提供について、適切に実施している。

Ｂ

人員体制 管理者、生活相談員、介護員、機能訓練指導員（管理者１名、パート４名の計５名）

法定点検
各種届出の実施

法令に基づき実施している。

建物・設備
の状況

修繕については、協定に基づき、協議しながら実施している。

評価コメント 指定管理は良好。

利用者数等、イベント等の状況

利用者数等 利用者数：1,186人　

Ｂ
指定管理者が

企画したイベント
等の状況

なし。

評価コメント
利用者はコロナ禍以降、減少傾向だったが、令和６年度は利用者がやや増加している。引き続き、利用者
の確保に工夫が必要である。



４　管理業務に係る経費の収支状況（単位：円）

評価

５　市民サービスの向上に関する事項

評価

６　その他参考事項

７　総合評価

評価

良好

-

項目 計画 実績 前年度実績

収入（a） 10,830,000 10,810,347 10,515,808

Ｂ

指定管理料 308,000 308,000 308,000

利用料金収入 9,429,000 9,652,678 9,044,880

その他収入 1,093,000 849,669 1,162,928

ひな祭り、七夕、クリスマスなどの室内での季節行事の充実に取り組んでいる。

支出（b） 10,830,000 10,810,347 10,515,808

収支（a-b） 0 0 0

評価コメント 概ね事業計画どおりの収支となっている。

市民サービスや施設利用の向上に向けた指定管理者の取組等

利用者ニーズ
の把握に

関する取組
施設内に意見箱を設置している。

指定の期間満了後
における指定の期間
全体に対する評価

指定の期間中のため記載省略。

サービスの向上に
向けた指定管理
者からの提案

提案がある場合は、市と適宜、協議・検討していく。

Ｂ

その他 なし。

総合評価及び特記事項

介護保険法改正や人口減少による利用者減少により運営は依然厳しい状況にある。しかし、本郷地域において唯一の
デイサービスセンターであることから、魅力あるサービスが提供できるよう経営努力を続け運営を継続したい。指定管理
業務の実施状況は良好である。

前年度の評価結果に
基づく指示とその対応

なし。

評価コメント デイサービスの雰囲気や職員対応や態度について、利用者から高い評価を得ている。

自主事業の取組 実施していない。

サービスの
質の向上に
関する取組



施設所管課：

１　施設の概要及び指定管理者

名称

所在地

871,000 円

２　業務の実施状況に関する事項

評価

３　利用状況に関する事項

評価

令和６年度　指定管理業務に係るモニタリング（管理運営業務評価）と評価結果について

美和総合支所　市民福祉課

施設の名称 本郷福祉サービスセンター

施設の所在地 岩国市本郷町本郷2094番地

施設の設置条例 岩国市本郷福祉サービスセンター条例

施設の設置目的 市民の福祉の増進と市民生活の向上を図る。

指定管理者

社会福祉法人　岩国市社会福祉協議会 公募、非公募の別 非公募

岩国市麻里布町七丁目１番２号 利用料金制導入の有無 あり

指定管理者が行う
主な業務

⑴センターの施設及び附属設備器具の利用許可に関する業務。
⑵施設等の使用料の収納に関する業務。なお、施設等の使用料の収納事務に当たっては、市と別途業務
委託契約を締結する。
⑶施設等の維持管理及び修繕に関する業務。
⑷センターの清掃及び警備に関する業務。
⑸前各号に掲げるもののほか、センターの設置目的を達成するために必要な業務。

指定の期間 令和４年４月１日　～　令和９年３月31日 指定管理料

仕様書等に定める業務の実施状況

事業実績
基本協定書、仕様書、事業計画書に基づき、適切に業務を実施している。
老人クラブ・民児協・ボランティア協議会等の福祉団体による地域福祉活動の拠点づくりや環
境づくりの支援を行っている。

Ｂ

人員体制 常勤２名を配置し管理している。

法定点検
各種届出の実施

法令に基づき実施している。

建物・設備
の状況

修繕については、協定に基づき、金額等に応じ、市と指定管理者にて協議しながら実施してい
る。

評価コメント 施設管理は良好。

利用者数等、イベント等の状況

利用者数等 利用回数：71回　利用人数：452人

Ｂ
指定管理者が

企画したイベント
等の状況

なし。

評価コメント 利用者はコロナ禍で減少したものの、年々増加したのち、現在はコロナ以前と同水準で横ばい傾向にある。



４　管理業務に係る経費の収支状況（単位：円）

評価

５　市民サービスの向上に関する事項

評価

６　その他参考事項

７　総合評価

評価

良好

-

項目 計画 実績 前年度実績

収入（a） 877,000 871,000 871,000

Ｂ

指定管理料 871,000 871,000 871,000

利用料金収入

その他収入 6,000

利用者から要望があれば柔軟に対応している。

支出（b） 877,000 871,000 871,000

収支（a-b） 0 0 0

評価コメント 概ね事業計画どおりの収支となっている。

市民サービスや施設利用の向上に向けた指定管理者の取組等

利用者ニーズ
の把握に

関する取組

１２月にアンケート調査を実施した。設備の満足度において「満足」、「概ね満足」との回答が
93％を占め、継続して比較的高い評価を得ている。

指定の期間満了後
における指定の期間
全体に対する評価

指定の期間中のため記載省略。

Ｂ

提案がある場合は、市と適宜、協議・検討していく。
サービスの向上に
向けた指定管理
者からの提案

その他 なし。

総合評価及び特記事項

指定管理業務の実施状況は良好である。

前年度の評価結果に
基づく指示とその対応

なし。

評価コメント 施設の満足度は、利用者から高い評価を得ている。

自主事業の取組 実施していない。

サービスの
質の向上に
関する取組



施設所管課：

１　施設の概要及び指定管理者

名称

所在地

0 円

２　業務の実施状況に関する事項

評価

３　利用状況に関する事項

評価

令和６年度　指定管理業務に係るモニタリング（管理運営業務評価）と評価結果について

錦総合支所　市民福祉課

施設の名称 錦介護老人保健施設「あさぎりの郷」

施設の所在地 岩国市錦町広瀬705番地

施設の設置条例 岩国市錦介護老人保健施設条例

施設の設置目的
介護保険制度の効果的な運営により、高齢者の保健・医療・福祉サービスの向上に貢献するとともに、老人の自立を支援し、家
庭への復帰を目指す。

指定管理者

社会福祉法人　錦福祉会 公募、非公募の別 非公募

岩国市錦町広瀬758番地 利用料金制導入の有無 あり

指定管理者が行う
主な業務

⑴介護保険法（平成９年法律第123号）第９５条に基づき施設の管理を行い、介護保険法施行細則（山口県規則第１０３号）の
基準に基づき施設の設備及び運営を行う
⑵介護保険法第４８条に規定する要介護被保険者に対し介護保険施設（同法第８条第27項に規定する介護老人保健施設を
いう。以下同じ。）業務
⑶介護保険法第53条第1項に規定する居宅要支援被保険者及び厚生労働省令で定める被保険者に対し第1号通所事業業務
⑷条例第9条第2項に規定するサービスを受けるものが支払う費用負担（以下「利用者負担金」という。）に関する業務
⑸施設等の維持管理及び修繕に関する業務
⑹あさぎりの郷の清掃及び警備に関する業務
⑺前各号に掲げるもののほか、あさぎりの郷の設置目的を達成するために必要な業務

指定の期間 令和４年４月１日　～　令和９年３月31日 指定管理料

仕様書等に定める業務の実施状況

事業実績 基本協定書、仕様書、事業計画書に基づき事業を実施している。

Ｂ

人員体制

施設長（医師）1、副施設長（常勤）1、事務長（常勤）１、看護師（常勤）６、薬剤師（非常勤）２、介護員（常勤）１
８（非常勤）４、洗濯（非常勤）２、理学療法士（常勤）２、支援相談員（介護支援専門員兼務）（常勤）２、事務職
員（常勤）３、管理栄養士（常勤）１（非常勤）１、調理員（常勤）３（非常勤）２、運転手（非常勤）２夜間の警備とし
て夜警職員配置（非常勤）、緊急時（火災、夜間火災、災害等）連絡網あり、火災緊急通報あり、毎月避難訓練
実施、夜間想定避難訓練実施（年1回）、災害対策マニュアル策定済み。

法定点検
各種届出の実施

法令に基づき実施している。

建物・設備
の状況

清掃については、定期清掃（毎日）は専門業者と委託契約、害虫駆除等定期的な契約あり。
修繕対応については、協定に基づき実施している。

評価コメント 職員の定期的な巡視点検により、清潔な状態で管理できている。

利用者数等、イベント等の状況

利用者数等

入所についての利用者はR06年度年間延べ20,778人、稼働率94.9％、通所リハについては
年間3,047人が利用、稼働率71.3％

Ｂ
指定管理者が

企画したイベント
等の状況

評価コメント 適正に対応できている。



４　管理業務に係る経費の収支状況（単位：円）

評価

５　市民サービスの向上に関する事項

評価

６　その他参考事項

７　総合評価

評価

良好

-

項目 計画 実績 前年度実績

収入（a） 315,302,220 313,141,374 304,494,070

Ｂ

指定管理料

利用料金収入 315,209,220 312,241,187 304,287,431

その他収入 93,000 900,187 206,639

支出（b） 305,002,424 315,995,451 311,604,849

収支（a-b） 10,299,796 ▲ 2,854,077 ▲ 7,110,779

評価コメント 収支状況は昨年と比較しマイナスが減少しており、概ね評価できる。

市民サービスや施設利用の向上に向けた指定管理者の取組等

利用者ニーズ
の把握に

関する取組

利用者ニーズのアンケートは実施していないが、職員が入所者及び利用者への配慮を常にお
こなっている。施設の経年劣化による不具合を発見し、その都度修繕できる事柄については、
施設長と協力して対応している。また、家族との連絡も密にすることを心掛けている。

指定の期間満了後
における指定の期間
全体に対する評価

指定の期間中のため記載省略。

サービスの向上に
向けた指定管理
者からの提案

Ｂ

その他

総合評価及び特記事項

旧玖北地区唯一の老人保健施設として、施設の管理・運営及び収支実績において指定管理者の運営はおおむね評価
できる。「在宅復帰」を目的とし退所者及びその家族へのフォローを職員全体で行われていることなども評価できる。

前年度の評価結果に
基づく指示とその対応

なし

評価コメント
常に利用者のニーズを把握するように心がけており、利用しやすい環境を提供するように迅速な対応に取り
組んでいる。

自主事業の取組

サービスの
質の向上に
関する取組



施設所管課：

１　施設の概要及び指定管理者

名称

所在地

9,334,000 円

２　業務の実施状況に関する事項

評価

３　利用状況に関する事項

評価

令和６年度　指定管理業務に係るモニタリング（管理運営業務評価）と評価結果について

錦総合支所　市民福祉課

施設の名称 岩国市錦生活支援ハウスやまなみ荘

施設の所在地 岩国市錦町広瀬７０２番地

施設の設置条例 岩国市生活支援ハウス条例

施設の設置目的
支援ハウスは、岩国市の高齢者に対し介護支援機能、居住機能及び交流機能を総合的に提供することにより、当該高齢者が安
心して健康で明るい生活を送れるよう支援し、もって高齢者福祉の増進を図る。

指定管理者

社会福祉法人　錦福祉会 公募、非公募の別 非公募

岩国市錦町広瀬７５８番地 利用料金制導入の有無 あり

指定管理者が行う
主な業務

⑴住居の提供の実施に関する業務。
⑵入浴及び会食の実施に関する業務。
⑶生活指導及び援助の実施に関する業務。
⑷地域住民との交流事業の実施に関する業務。
⑸健康チェックその他高齢者に対する必要な事業の実施に関する業務。
⑹支援ハウスの施設及び附属設備器具の維持管理に関する業務。
⑺前各号に掲げるもののほか、支援ハウスの設置目的を達成するために必要な業務。

指定の期間 令和4年４月１日　～　令和9年３月31日 指定管理料

仕様書等に定める業務の実施状況

事業実績 基本協定書、仕様書、事業計画書に基づき事業を実施している。

Ｂ

人員体制
あさぎりの郷の施設長（医師）１が管理者を兼務している。生活援助員（常勤）1、（非常勤）1、
夜警職員（非常勤）3、で運営している。

法定点検
各種届出の実施

法令に基づき実施している。

建物・設備
の状況

清掃については、常時実施している。
修繕対応については、協定に基づき実施している。

評価コメント 職員の定期的な巡視点検により、清潔な状態で管理できている。

利用者数等、イベント等の状況

利用者数等
令和６年４月１日の入所者は３名、年度内新規入所数は5名、退所者数１名。令和７年３月３
１日の入所者数は７名。平均年齢８７歳、介護度は、要支援2　４名　要介護1　２名　非該当
１名。

Ｂ
指定管理者が

企画したイベント
等の状況

評価コメント 適切に対応している。



４　管理業務に係る経費の収支状況（単位：円）

評価

５　市民サービスの向上に関する事項

評価

６　その他参考事項

７　総合評価

評価

良好

-

項目 計画 実績 前年度実績

収入（a） 14,101,620 11,736,722 12,610,500

Ｂ

指定管理料 9,717,700 9,457,721 9,334,000

利用料金収入 4,383,920 2,279,001 3,276,500

その他収入

支出（b） 15,964,954 13,577,379 13,941,677

収支（a-b） ▲ 1,863,334 ▲ 1,840,657 ▲ 1,331,177

評価コメント
高齢化に伴い施設利用者の減少と電気代等の高騰により収支がマイナスとなっており法人の運営に影響
を及ぼすことも考えられることから指定管理料等の精査をする必要がある。

市民サービスや施設利用の向上に向けた指定管理者の取組等

利用者ニーズ
の把握に

関する取組
入所者の要望等に対応しており、職員の対応にも満足されている。

指定の期間満了後
における指定の期間
全体に対する評価

指定期間中のため記載省略。

サービスの向上に
向けた指定管理
者からの提案

Ｂ

その他

総合評価及び特記事項

入所希望者の減少による運営は厳しい状況にあるが経営努力を続け運営を継続しており、入所者の方も安心して生活
を送られていることから施設管理者として評価できる。また、施設・備品改修等について管理者との協議が必要と思われ

る。

前年度の評価結果に基
づく指示とその対応

なし。

評価コメント 入所者への心配事相談等に誠意をもって対応していることから高い評価を得ている。

自主事業の取組

サービスの
質の向上に
関する取組



施設所管課：

１　施設の概要及び指定管理者

名称

所在地

8,506,000 円

２　業務の実施状況に関する事項

評価

３　利用状況に関する事項

評価

令和６年度　指定管理業務に係るモニタリング（管理運営業務評価）と評価結果について

錦総合支所　市民福祉課

施設の名称 岩国市美川生活支援ハウスひまわり

施設の所在地 岩国市美川町小川４３７番地3

施設の設置条例 岩国市生活支援ハウス条例

施設の設置目的
支援ハウスは、岩国市の高齢者に対し介護支援機能、居住機能及び交流機能を総合的に提供することにより、当該高齢者が安
心して健康で明るい生活を送れるよう支援し、もって高齢者福祉の増進を図る。

指定管理者

社会福祉法人　美川福祉会 公募、非公募の別 非公募

岩国市美川町小川４３７番地1 利用料金制導入の有無 あり

指定管理者が行う
主な業務

⑴住居の提供の実施に関する業務。
⑵入浴及び会食の実施に関する業務。
⑶生活指導及び援助の実施に関する業務。
⑷地域住民との交流事業の実施に関する業務。
⑸健康チェックその他高齢者に対する必要な事業の実施に関する業務。
⑹支援ハウス施設及び附属設備器具の維持管理に関する業務。
⑺前各号に掲げるもののほか、支援ハウスの設置目的を達成するために必要な業務。

指定の期間 令和４年４月１日～令和９年３月３１日 指定管理料

仕様書等に定める業務の実施状況

事業実績 基本協定書、仕様書、事業計画書に基づき事業を実施している。

Ｂ

人員体制
施設長１名、職員３名（非常勤３名）を配置。夜間警備は美川苑夜間警備員による巡回を
行っている。

法定点検
各種届出の実施

法令に基づき実施している。

建物・設備
の状況

清掃については、定期清掃（毎日）は専門業者と委託契約、害虫駆除等定期的な契約あり。
修繕対応については、協定に基づき実施している。

評価コメント 職員の定期的な巡視点検により、清潔な状態で管理できている。

利用者数等、イベント等の状況

利用者数等
令和６年４月１日の入所者は３名、年度内新規入所数は0名、退所者数１名。令和７年３月３
１日の入所者数は２名。平均年齢94歳、介護度は、要支援2　２名。

Ｂ
指定管理者が

企画したイベント
等の状況

評価コメント 適切に対応している。



４　管理業務に係る経費の収支状況（単位：円）

評価

５　市民サービスの向上に関する事項

評価

６　その他参考事項

７　総合評価

評価

良好

-

項目 計画 実績 前年度実績

収入（a） 10,407,000 10,136,611 10,675,112

Ｂ

指定管理料 8,506,000 8,615,508 8,506,000

利用料金収入 1,900,000 1,516,663 2,169,023

その他収入 1,000 4,440 89

支出（b） 11,915,600 11,224,754 11,613,875

収支（a-b） ▲ 1,508,600 ▲ 1,088,143 ▲ 938,763

評価コメント
高齢化に伴い施設利用者の減少と電気代等の高騰により収支がマイナスとなっており法人の運営に影響
を及ぼすことも考えられることから指定管理料等の精査をする必要がある。

市民サービスや施設利用の向上に向けた指定管理者の取組等

利用者ニーズ
の把握に

関する取組
入居者の要望等に対応しており、職員の対応にも満足されている。

指定の期間満了後
における指定の期間
全体に対する評価

指定の期間中のため記載省略。

サービスの向上に
向けた指定管理
者からの提案

Ｂ

その他

総合評価及び特記事項

入所希望者の減少による運営は厳しい状況にあるが経営努力を続け運営を継続しており、入所者の方も安心して生活
を送られていることから施設管理者として評価できる。また、施設・備品改修等について管理者との協議が必要と思われ

る。

前年度の評価結果に
基づく指示とその対応

なし。

評価コメント 入居者への心配事相談等に誠意をもって対応していることから高い評価を得ている。

自主事業の取組

サービスの
質の向上に
関する取組



施設所管課：

１　施設の概要及び指定管理者

名称

所在地

6,533,000 円

２　業務の実施状況に関する事項

評価

３　利用状況に関する事項

評価

令和６年度　指定管理業務に係るモニタリング（管理運営業務評価）と評価結果について

美和総合支所　市民福祉課

施設の名称 美和老人福祉センター

施設の所在地 岩国市美和町西畑135番地１

施設の設置条例 岩国市老人福祉センター条例

施設の設置目的 老人の福祉の増進を図る。

指定管理者

社会福祉法人　岩国市社会福祉協議会 公募、非公募の別 非公募

岩国市麻里布町七丁目１番２号 利用料金制導入の有無 あり

指定管理者が行う
主な業務

⑴センターの施設及び附属設備器具の利用許可に関する業務。
⑵施設等の利用に係る料金に関する業務。
⑶老人福祉法第20条の７で定める便宜の供与に関する業務（ア 生活及び健康相談に関すること。イ 機
能回復訓練の実施に関すること。ウ 講演会、講習会その他教養講座の開催に関すること。エ レクリェー
ションの実施に関すること。）
⑷老人クラブ活動の指導促進に関する業務（ア 岩国市老人クラブ連合会美和支部の事務局の運営）
⑸社会福祉法第４条に定める地域福祉の推進に関する業務。
⑹施設等の維持管理及び修繕に関する業務（ア 施設の適正な運営のため、別表のとおり保守管理業務
を行うこと。）
⑺センターの清掃及び警備に関する業務。
⑻付設作業所、公衆便所、駐車場の管理に関する業務。
⑼　建築基準法12条に基づく定期点検業務（建築基準法12条第２項）
⑽　前各号に掲げるもののほか、センターの設置目的を達成するために必要な業務

指定の期間 令和４年４月１日　～　令和９年３月31日 指定管理料

仕様書等に定める業務の実施状況

事業実績
基本協定書、仕様書、事業計画書に基づき、適切に業務を実施している。
老人クラブ・民児協・ボランティア協議会等福祉団体による地域福祉活動の拠点づくりや環境
づくりの支援を行っている。

Ｂ

人員体制 常勤職員１名を配置し、職員３名で施設維持管理を行っている。

法定点検
各種届出の実施

法令に基づき実施している。

建物・設備
の状況

修繕については、協定に基づき、金額等に応じ、市と指定管理者にて協議しながら実施してい
る。

評価コメント 施設管理は良好。

利用者数等、イベント等の状況

利用者数等
老人福祉センター（年間利用回数：383回　利用延人数：3,656人）
付設作業所（年間利用回数：43回　利用人数：1,036人）

Ｂ
指定管理者が

企画したイベント
等の状況

なし。

評価コメント 利用者はコロナ禍で減少したものの、コロナ禍で一時減少した利用者をここ２年は回復させている。



４　管理業務に係る経費の収支状況（単位：円）

評価

５　市民サービスの向上に関する事項

評価

６　その他参考事項

７　総合評価

評価

良好

-

項目 計画 実績 前年度実績

収入（a） 7,075,000 7,055,102 7,034,103

Ｂ

指定管理料 6,533,000 6,533,000 6,794,000

利用料金収入 27,000 26,565 33,595

その他収入 515,000 495,537 206,508

アンケート結果や定期点検結果をもとに施設・整備の改修について市と協議している。

支出（b） 7,075,000 7,055,102 7,034,103

収支（a-b） 0 0 0

評価コメント 概ね事業計画どおりの収支となっている。

市民サービスや施設利用の向上に向けた指定管理者の取組等

利用者ニーズ
の把握に

関する取組

９月・１２月にアンケート調査を実施した。総合的な満足度において「満足」、「やや満足」との
回答が、87％を占めた一方、設備については満足５２％、改善が必要４８％と約半々の結果
が出ている。当施設は2年以内に解体することが決まっている中で、利用者の高齢化や施設
の老朽化により修繕の必要な箇所があり、計画的な修繕が必要となっている。

指定の期間満了後
における指定の期間
全体に対する評価

指定の期間中のため記載省略。

サービスの向上に
向けた指定管理
者からの提案

Ｂ

提案がある場合は、市と適宜、協議・検討していく。

その他 なし。

総合評価及び特記事項

指定管理業務の実施状況は良好である。

前年度の評価結果に
基づく指示とその対応

なし。

評価コメント 総合的な満足度、館内の過ごしやすさ、職員の対応など、利用者から高い評価を得ている。

自主事業の取組 実施していない。

サービスの
質の向上に
関する取組


